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共通・継続

■

現

状

ホテル・旅館等の大規模建築物について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に
基づき耐震診断結果を所管行政庁へ報告し、耐震化に向けて取り組んでいるところであり
ます。
現在、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大による旅行客の著しい減少により、

ホテル・旅館等の経営環境は、経済的に非常に厳しい状況に置かれており、診断結果によ
る耐震改修には多額の費用を要するため、その過重な負担に対する重点的な支援が必要で
あります。

■

課

題

ホテル・旅館等所有者は、耐震改修を実施することとしていますが、現状のコロナ禍の
中では、予定していた耐震改修の実施年度を先送りせざるを得ない状況となっています。
また、地方自治体は、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命、身体、財産を

守るために、建築物の耐震化に対する財政支援を行うこととしていますが、耐震化の一層
の促進のためには、その財源確保が不可欠となっています。

■

事

業

効

果

●不特定多数の方々が利用するホテル・旅館等の耐震化の促進が図られる。
●宿泊施設に対する安全性と信頼性の向上が図られる。

■

要

望

内

容

●耐震改修等に係る予算の確保、補助制度に係る現行水準の維持及び継続、地方自治体の
費用負担に対する起債の措置など、事業実施が可能となるよう、確実な財政支援を講じ
ること。
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